
入札及び契約の状況等に係る公表一覧表（業務委託・一社特命随契）
単位：円

課係名 業務委託名 契約年月日 契約業者名 契約金額
施行令第167条
の2第1項

総務課総務係
申請管理システム保守業務
委託

R5.4.1 ㈱ＨＡＲＰ 641,520 R5.4.1 ～ R6.3.31 第２号

総務課総務係 町行政電算処理保守業務 R5.4.3
㈱北海道日立システム
ズ

689,700 R5.4.3 ～ R6.3.31 第２号

総務課総務係
役場庁舎町民ホール庭園
管理業務

R5.4.14 ㈱集楽園 440,000 R5.5.1 ～ R6.3.31 第６号

総務課総務係
床清掃業務委託（床ワック
ス塗布・カーペット清掃）

R5.4.14 ㈲杉田産業

床ワックス
   140.00円/㎡

カーペット清掃
   375.00円/㎡

R5.5.1 ～ R6.3.31 第６号

総務課財政係
新公会計システム保守業務
等委託

R5.4.3
㈱北海道日立システム
ズ

2,667,500 R5.4.3 ～ R6.3.31 第６号

総務課財政係
カラープリンター保守点検
業務委託

R5.4.3 ウエガキ 336,600 R5.4.3 ～ R6.3.31 第６号

総務課財政係
ふるさと納税増収推進業務
委託

R5.4.14 新冠町商工会 1,980,000 R5.4.14 ～ R6.3.31 第６号

契約期間

　本業務は行政手続きのオンライン化に伴い導入した申請管理システムの保守
を行うものであり、システム内容を把握しない他業者が請け負うことは不可能で
あるため、その目的又は性質が競争入札に適さないことから、現行クラウドシス
テムの運用事業者である当該業者と随意契約するもの。

　本業務ｊは基幹情報システムの保守を行うものであり、システム内容を把握し
ない他業者が請け負うことは不可能であるため、その目的又は性質が競争入
札に適さないことから、現行システムの構築・導入事業者である当該事業者と随
意契約するもの。

1社特命随契の理由

　本業務は庭園及び植物の管理を行うものであり、当該事業者はこれらの業務
を一括して行うことができるが、他の事業者の場合、業務を一括して行うことが
できず、業務に時間がかかってしまうため、競争入札に付することが不利となる
ことから当該事業者と随意契約するもの。

　現在のシステム構築事業者であり、他の事業者のシステムを導入する場合に
おいては、システムの互換性において多額の導入費用が見込まれるため、競争
入札に付することが不利となることから当該事業者に随意契約するもの。

　本業務は町内事業者に精通していること、また、町内事業者と良好な関係を
構築し、その関係を継続して継続する必要がある。
　営利目的の民間事業者が本事業を行った場合、寄附件数の増加と寄附金の
増収につながる一部の事業者だけの関係性が優先される懸念があり、町経済
全体の振興発展が図られない恐れがあるため、競争入札に付することは不利で
あることから当該事業者と随意契約するもの。

　町内で当該事業者以外に本業務を行える事業者がおらず、現状としては町外
事業者についても人員配置が困難な状況であるため、競争入札に付することが
不利であることから当該事業と随意契約するもの。

　当該事業者は当該カラープリンターの納入事業者であることから故障等機器
に問題が発生した場合の責任区分は明確となり、また、緊急時には機器設置場
所近辺に事業所があることから迅速な対応が可能である。
　他の事業者の場合、適正な業務履行が確保されない可能性があるため、競争
入札に付することが不利となることから当該事業者と随意契約するもの。



課係名 業務委託名 契約年月日 契約業者名 契約金額
施行令第167条
の2第1項

契約期間 1社特命随契の理由

総務課防災係
避難所無線ＬＡＮ保守管理
委託料

R5.4.14 ㈱オーレンス 671,000 R5.4.14 ～ R6.3.31 第２号

総務課防災係
防災無線設備保守点検委
託料

R5.4.14
㈱パナソニックシステ
ムソリューションズ

1,452,000 R5.4.14 ～ R6.3.31 第２号

総務課防災係
雨量監視システム情報提
供・運用管理委託料

R5.4.14
財団法人日本気象協
会北海道支社

1,430,000 R5.4.14 ～ R5.4.3 第２号

選挙管理員会 掲示板設置・撤去用務 R5.4.3 ㈲杉田産業 1,452,000 R5.4.3 ～ R5.4.26 第６号

議会事務局
議会配信システム設置等業
務委託

R5.4.14 東和Ｅ＆Ｃ㈱ 687,500 R5.4.14 ～ R5.7.1 第２号

企画課企画係
高度無線環境通信基盤保
守委託業務

R5.4.3 東日本電信電話㈱ 608,260 R5.4.3 ～ R5.4.3 第６号

企画課商工労働観
光係

出会いと憩いのセンター管
理委託

R5.4.1 ㈲杉田産業 2,814,900 R5.4.1 ～ R8.3.31 第６号

企画課商工労働観
光係

西泊津ヒルズパークパーク
ゴルフ場管理作業委託

R5.4.3 新冠建設協同組合 13,420,000 R5.4.3 ～ R5.11.30 第６号

　導入システムは既存の議場システムと密接不可欠な関係にあり、他の事業者
では取り扱うことができないため、その目的又は性質が競争入札に適さないこと
から当該業者と随意契約するもの。

　高度無線環境通信基盤整備事業により設置された設備については、ＩＲＵ契約
によりＮＴＴ東日本に１０年間貸与することで光通信サービスを提供している。
　このことから、保守業務についても品質やセキュリティを確保する必要があり、
他の事業者では求められる水準の業務履行できず、競争入札に付することが
不利となることから当該事業者と随意契約するもの。

　本業務は施設の清掃、施錠及び保守管理を一括して行うものであり、かつ、年
中無休で業務を行わなければならない。
　年中無休での対応を可能とする事業者は当該事業者だけであり、町外事業者
の場合はさらに移動等の経費がかかるため、競争入札に付することが不利であ
ることから当該事業者と随意契約するもの。

　本業務は単なる草刈ではなく、パークゴルフ場のコースとして成立するように
専門的技術をもって維持管理をする必要がある。
　このことからプロポーザルの手法を用いて事業者の参加を募ったところ、当該
事業者のみ提出があり、その内容は必要水準に達している。
　町外事業者の場合はさらに移動等の経費がかかるため、競争入札に付するこ
とが不利であることから当該事業者と随意契約するもの。

　当該事業者は看板の製作知識及び設置資材を有しており、短期間に正確か
つ迅速に看板の製作設置及び撤去が可能であが、他の事業者では求められる
水準の水準で業務を行うことができず、適正な選挙事務に支障をきたす恐れが
あるため、競争入札に付することが不利であることから当該事業者と随意契約
するもの。

　避難所無線LANシステムの設計業者であり、当保守管理業務は、既設の避難
所無線LAN設備と不可分なものであり、既設設備を施工した当業者以外に依頼
した場合、当施設の使用に支障を生じるおそれがあるため、その性質又は目的
が競争入札に適さないことから当該事業者と随意契約するもの。

　本業務は既設の防災無線設備と不可分なものであり、高い専門性が求めら
れ、非常時において人命を守るためには確実な作動が求められ、他の事業者
に業務を依頼した場合、防災無線の使用に著しい支障が生じる恐れがあるた
め、その性質又は目的が競争入札に適さないことから当該事業者と随意契約す
るもの。

　本業務は気象情報の収集、分析等の特殊な技術を必要とし、他の事業者では
業務履行できないものであるため、その性質又は目的が競争入札に適さないこ
とから当該事業者と随意契約するもの。



課係名 業務委託名 契約年月日 契約業者名 契約金額
施行令第167条
の2第1項

契約期間 1社特命随契の理由

税務課賦課係
個人住民税年金特徴等シ
ステム保守委託料

R5.4.3 ㈱日立システムズ 1,478,400 R5.4.3 ～ R6.3.31 第２号

税務課賦課係
家屋評価システム保守委託
料

R5.4.3
㈱北海道日立システム
ズ

462,000 R5.4.3 ～ R6.3.31 第２号

町民生活課住民係
住民基本台帳ネットワーク
システム保守委託料

R5.4.1
㈱北海道日立システム
ズ

1,086,360 R5.4.1 ～ R6.3.31 第２号

町民生活課住民係
住基CSメモリ増設業務委託
料

R5.4.1
㈱北海道日立システム
ズ

341,000 R5.4.1 ～ R6.3.31 第２号

町民生活課社会係
新冠老人憩の家管理業務
委託

R5.4.1 新冠町高齢者事業団

業務
      1,034円/h

移動費
       22円/ｋｍ

R5.4.1 ～ R6.4.30 第３号

町民生活課社会係
節婦老人憩の家管理業務
委託

R5.4.1 新冠町高齢者事業団

業務
      1,034円/h

移動費
       22円/ｋｍ

R5.4.1 ～ R6.4.30 第３号

町民生活課社会係
ポロシリ生活館管理業務委
託

R5.4.1 新冠アイヌ協会 420,000 R5.4.1 ～ R6.4.30 第６号

町民生活課環境衛
生係

市街地家庭ごみ収集運搬
業務委託

R5.4.24 ㈲クリアー新冠 19,404,000 R5.5.1 ～ R6.4.30 第６号

　本業務はシステムを導入した事業者でしか行うことができず、他の事業者が業
務を行った場合、システムの使用に著しい支障をきたす恐れがあり、その性質
又は目的が競争入札には適さないことから当該事業者と随意契約するもの。

　本業務はシステムを導入した事業者でしか行うことができず、他の事業者が業
務を行った場合、システムの使用に著しい支障をきたす恐れがあり、その性質
又は目的が競争入札には適さないことから当該事業者と随意契約するもの。

　既存システムの保守であり、システムを導入した当該事業者でなければ保守
業務を行うことができないため、その性質又は目的が競争入札に適さないこと
から当該事業者と随意契約するもの。

　町内で当該事業者以外に本業務を行える事業者がおらず、また、町外事業者
の場合、町内地理を把握していないことで回収業務に支障をきたす恐れがあ
り、加えて町外からの移動等の経費もかかってしまうため、競争入札に付するこ
とが不利であることから当該事業者と随意契約するもの。

　既存システムの保守であり、システムを導入した当該事業者でなければ保守
業務を行うことができないため、その性質又は目的が競争入札に適さないこと
から当該事業者と随意契約するもの。

　本業務は高齢者でも十分に行うことができる簡易的な業務であり、就業を通じ
て高齢者の社会参加を促すものであるため、特定の施設等から役務の提供を
受ける契約を行うものであることから随意契約とするもの。

　本業務は高齢者でも十分に行うことができる簡易的な業務であり、就業を通じ
て高齢者の社会参加を促すものであるため、特定の施設等から役務の提供を
受ける契約を行うものであることから随意契約とするもの。

　本業務は施設の案内、管理及び清掃を一括して行う業務である。
　施設の案内はアイヌ文化の知識を有する必要があることからアイヌ協会に所
属する人員が行うことが適切であり、また、管理及び清掃も併せて行うことで経
費を抑えることができるため、競争入札に付することが不利となることから、当該
事業者に随意契約するもの。



課係名 業務委託名 契約年月日 契約業者名 契約金額
施行令第167条
の2第1項

契約期間 1社特命随契の理由

町民生活課環境衛
生係

地区家庭ごみ収集運搬業
務委託

R5.4.24 ㈲杉田産業 10,164,000 R5.5.1 ～ R6.4.30 第６号

町民生活課環境衛
生係

資源ごみ収集運搬業務委
託

R5.4.24 ㈲杉田産業 7,194,000 R5.5.1 ～ R6.4.30 第６号

町民生活課環境衛
生係

粗大ごみ収集運搬業務委
託

R5.4.24 ㈲杉田産業 1,359,600 R5.5.1 ～ R6.4.30 第６号

町民生活課環境衛
生係

霊園管理等業務委託 R5.4.14 新冠町高齢者事業団

業務委託
      1,584円/h

移動費
       22円/ｋｍ

R5.5.1 ～ R5.11.30 第３号

保健福祉課国保後
期高齢者医療係

医療費適正化事業業務委
託

R5.4.14 ㈱データホライゾン 7,711,000 R5.4.14 ～ R6.3.31 第２号

保健福祉課介護支
援係

緊急通報システム保守点検
業務

R5.4.1
ＮＥＣネッツエスアイ㈱
北海道支店

501,600 R5.4.1 ～ R6.4.30 第２号

保健福祉課介護支
援係

生活支援体制整備事業委
託業務

R5.4.3
新冠町社会福祉協議
会

8,033,122 R5.4.3 ～ R6.3.31 第６号

保健福祉課介護予
防係

ふれあい夕食事業調理配
達業務

Ｒ5.4.1 レストラン　樹林

弁当代
      822円／
食

配送料
      200円／
食

R5.4.1 ～ R6.4.30 第６号

　本業務はお弁当の調理、配送及び対象者の安否確認を一括して行う業務で
あり、他の事業者の場合、安定した人員配置が困難であり、お弁当の配達及び
安否確認が十分に機能しない恐れがあるため、競争入札に付することが不利と
なることから当該事業者に随意契約するもの。

　本業務は専門的な技術を要するものであり、医療費分析おいて高い精度と品
質を確保したいことから、競争入札による業者選定ではなく事業内容についてプ
レゼンテーションを行う機会を設けた。
　結果として２社からの申請があり、精度と品質の水準がより高かったのが当該
事業者であったため、その性質又は目的が競争入札に適さないことから当該事
業者と随意契約するもの。

　既存システムの保守であり、システムを導入した当該事業者でなければ保守
業務を行うことができないため、その性質又は目的が競争入札に適さないこと
から当該事業者と随意契約するもの。

　本業務は地域の課題を地域内で解決することができるように地域課題とボラ
ンティア等の支援者をマッチングするものである。
　このような支援体制を整備するためには町民、ボランティア等の支援者、民生
委員、老人会等の各方面との関係性を構築しておく必要があり、他の事業者で
は各方面に精通しておらず、必要な支援体制を整備できない恐れがあるため、
競争入札に付することが不利であることから当該事業者と随意契約するもの。

　町内で当該事業者以外に本業務を行える事業者がおらず、また、町外事業者
の場合、町内地理を把握していないことで回収業務に支障をきたす恐れがあ
り、加えて町外からの移動等の経費もかかってしまうため、競争入札に付するこ
とが不利であることから当該事業者と随意契約するもの。

　町内で当該事業者以外に本業務を行える事業者がおらず、また、町外事業者
の場合、町内地理を把握していないことで回収業務に支障をきたす恐れがあ
り、加えて町外からの移動等の経費もかかってしまうため、競争入札に付するこ
とが不利であることから当該事業者と随意契約するもの。

　町内で当該事業者以外に本業務を行える事業者がおらず、また、町外事業者
の場合、町内地理を把握していないことで回収業務に支障をきたす恐れがあ
り、加えて町外からの移動等の経費もかかってしまうため、競争入札に付するこ
とが不利であることから当該事業者と随意契約するもの。

　本業務は高齢者でも十分に行うことができる簡易的な業務であり、就業を通じ
て高齢者の社会参加を促すものであるため、特定の施設等から役務の提供を
受ける契約を行うものであることから随意契約とするもの。



課係名 業務委託名 契約年月日 契約業者名 契約金額
施行令第167条
の2第1項

契約期間 1社特命随契の理由

保健福祉課介護予
防係

ふれあい夕食事業調理配
達業務（支援食）

Ｒ5.4.1
生活協同組合コープ
さっぽろ

弁当代
      858円／
食
      728円／
食

配送料
      100円／

R5.4.1 ～ R6.4.30 第６号

保健福祉課介護予
防係

運動機能向上事業業務（通
所型介護予防事業）

Ｒ5.4.14 渓仁会 円山クリニック 単価  38,956円 R5.6.1 ～ R6.2.29 第６号

保健福祉課福祉係
福祉ハイヤー運行業務委
託料

Ｒ5.4.1 ㈲新冠ハイヤー

初乗り    500
円
加算分    80円
冬期分    96円

Ｒ5.4.1 Ｒ6.4.30 第６号

保健福祉課福祉係 寿入浴事業業務委託料 Ｒ5.4.3
北海道ホテル＆リゾー
ト㈱

単価      400
円

Ｒ5.4.3 Ｒ6.3.31 第２号

保健福祉課福祉係
新冠町移動支援事業委託
料

Ｒ5.4.1 (同)ふぉーちゅん

行動援護の支
給決定を受けて
いる障がい者
（児）4,000円

上記以外の者
1,500円

Ｒ5.4.1 Ｒ6.4.30 第２号

保健福祉課福祉係
新冠町移動支援事業委託
料

Ｒ5.4.1 (特非)ホップ

行動援護の支
給決定を受けて
いる障がい者
（児）4,000円

上記以外の者
1,500円

Ｒ5.4.1 Ｒ6.4.30 第２号

保健福祉課福祉係
新冠町日中一時支援事業
委託料

Ｒ5.4.1 (福)静内ペテカリ

単価    1,000
円

送迎      540
円

Ｒ5.4.1 Ｒ6.4.30 第２号

保健福祉課福祉係
新冠町日中一時支援事業
委託料

Ｒ5.4.1
(同)ふぉーちゅん

単価    1,000
円

送迎      540
円

Ｒ5.4.1 Ｒ6.4.30 第２号

　本業務は障がいのある者の社会生活上必要となる外出や社会参加のための
外出を支援するものであり、利用者が入居する施設の運営事業者でなければ
業務を行うことができないため、その性質又は目的が競争入札に適さないこと
から当該事業者と随意契約するもの。

　本業務は障がいのある者の一時預かりを支援するものだが、本事業を希望す
る利用者の受け入れ可能事業者が本事業者のみであるため、その性質又は目
的が競争入札に適さないことから当該事業者と随意契約するもの。

　本業務は障がいのある者の社会生活上必要となる外出や社会参加のための
外出を支援するものであり、利用者が入居する施設の運営事業者でなければ
業務を行うことができないため、その性質又は目的が競争入札に適さないこと
から当該事業者と随意契約するもの。

　本業務は障がいのある者の一時預かりを支援するものだが、本事業を希望す
る利用者の受け入れ可能事業者が本事業者のみであるため、その性質又は目
的が競争入札に適さないことから当該事業者と随意契約するもの。

　本業務は支援食の調理、配送及び対象者の安否確認を一括して行う業務で
あり、他の事業者の場合、安定した人員配置が困難であり、お弁当の配達及び
安否確認が十分に機能しない恐れがあるため、競争入札に付することが不利と
なることから当該事業者に随意契約するもの。

　本業務は高齢者が介護や支援を要する状態になることを予防するための運動
指導を行うものであり、身体機能悪化の予兆を見定め、年齢や状態に合わせた
プログラムを作成し、その内容を利用者に正確に理解させる必要がある。
　特に成人期から高齢期への移行が重要となるが、当該事業者は成人期の指
導も行っていることで一貫したプログラムを作成できるが、他の事業者の場合は
一貫性が確保できず、十分な予防効果が得られない恐れがあるため、競争入
札に付することが不利であることから当該事業者と随意契約するもの。

　町内で当該事業者以外に本業務を行える事業者がおらず、また、業務を行う
には町内に拠点を有する必要があり、他の事業者では町内に拠点がないため
町民の利便性に支障をきたすため、競争入札に付することが不利な状況である
ことから当該事業と随意契約するもの。

　７０歳以上の高齢者、身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者及び精神保
健福祉手帳所持者を対象とし、温泉への入浴を通じて健康増進と身体機能向
上を図ることを目的とした事業であり、温泉施設を運営する事業者でなければ
対応することができないため、その性質又は目的が競争入札に適さないことか
ら当該事業者と随意契約するもの。



課係名 業務委託名 契約年月日 契約業者名 契約金額
施行令第167条
の2第1項

契約期間 1社特命随契の理由

保健福祉課福祉係
新冠町日中一時支援事業
委託料

Ｒ5.4.1 (特非)ホップ

単価    1,000
円

送迎      540
円

Ｒ5.4.1 Ｒ6.4.30 第２号

保健福祉課福祉係
新冠町地域活動支援セン
ター運営業務委託料

Ｒ5.4.3 (福)新冠ほくと園 600,000 Ｒ5.4.3 Ｒ6.3.31 第６号

保健福祉課福祉係
新冠町相談支援充実強化
事業委託料

Ｒ5.4.1 (福)新冠ほくと園 4,000,000 Ｒ5.4.1 Ｒ6.3.31 第６号

保健福祉課福祉係
新冠町子ども発達支援セン
ター業務委託料

Ｒ5.4.3 (福)新冠ほくと園 25,336,110 Ｒ5.4.3 Ｒ6.3.31 第６号

保健福祉課福祉係
障がい児（者）支援体制整
備事業委託業務

Ｒ5.4.3 (福)静内ペテカリ

派遣費用
        20,000円
交通費
             35円

Ｒ5.4.3 Ｒ6.3.31 第６号

保健福祉課福祉係 新冠町寿バス事業委託業務 Ｒ5.4.1 道南バス㈱
単価      210
円

Ｒ5.4.1 H36.4.30 第２号

保健福祉課福祉係
新冠町移送サービス事業委
託業務

Ｒ5.4.3
(福)新冠町社会福祉協
議会

11,199,441 Ｒ5.4.3 Ｒ6.3.31 第６号

保健福祉課福祉係
新冠町高齢者等生活援助
事業委託業務

Ｒ5.4.3
(福)新冠町社会福祉協
議会

9,041,755 Ｒ5.4.3 Ｒ6.3.31 第６号

　寝たきりの状態の者や歩行が困難な者が通院等の外出を必要とする場合に
おいて、移動手段と乗降の補助を提供する移送サービス事業である。
　本業務は町内全域を対象とする必要があり、他の事業者では全域をカバーす
ことができないため、競争入札に付することが不利であることから当該事業者と
随意契約するもの。

　高齢者等が在宅で自立した日常生活が送れるように身体介護や生活援助を
提供する居宅介護サービスである。
　本業務は町内全域を対象とする必要があり、他の事業者では全域をカバーす
ことができないため、競争入札に付することが不利であることから当該事業者と
随意契約するもの。

　町内事業者において児童の発達支援に係る業務の担えるのは当該事業者の
みであり、町外事業者の場合、町内施設への人委員配置は困難な状況なこと、
また、事業者が都度変わるような状況では現場の職員も都度変わることとなり、
利用する児童との関係性が構築できず、児童の発達支援に支障をきたす恐れ
があるため、競争入札に付することが不利となることから当該事業者と随意契
約するもの。

　町内の発達支援センターでは確保することができない専門的な機能の提供に
ついて、当該事業者はその機能を提供するために道に登録された機関であ
り、、また、近隣に事業所があることで支援回数を充実させることが可能となり、
他の事業者では同様の支援回数が維持できないため、競争入札に付すること
が不利であることから当該事業者と随意契約するもの。

　本業務は高齢者の外出機会創出のために日高管内を走行する公共交通の利
用を促進するものであり、公共交通を運行する当該事業者でなければ業務を行
うことができないため、その性質又は目的が競争入札に適さないことから当該
事業者と随意契約するもの。

　事業実施のために必要となる活動の場を提供することが可能であり、また、当
該事業者は相談支援充実強化事業の相談員の配置業務も行っており、これら
の業務が一貫して行われることで利便性が向上し、福祉の増進へとつながるも
のであるため、競争入札に付することが不利となることから当該事業者と随意契
約するもの。

　事業実施のために必要となる相談を受ける場を提供することが可能であり、ま
た、当該事業者は地域活動支援センター事業の運営も行っており、これらの業
務が一貫して行われることで利便性が向上し、福祉の増進へとつながるもので
あるため、競争入札に付することが不利となることから当該事業者と随意契約
するもの。

　本業務は障がいのある者の一時預かりを支援するものだが、本事業を希望す
る利用者の受け入れ可能事業者が本事業者のみであるため、その性質又は目
的が競争入札に適さないことから当該事業者と随意契約するもの。



課係名 業務委託名 契約年月日 契約業者名 契約金額
施行令第167条
の2第1項

契約期間 1社特命随契の理由

保健福祉課健康推
進係

令和５年度新型コロナウイ
ルスワクチン接種（６、７回
目）に係るシステム改修業
務

Ｒ5.4.24 ㈱ＨＡＲＰ 2,361,700 R5.4.24 ～ R5.9.27 第２号

産業課農産係
農地データ管理システム保
守点検業務委託

R5.4.3 北海航測㈱ 330,000 R5.4.3 ～ R6.3.31 第２号

建設水道課管理Ｇ 検針等業務委託 R5.4.1 ㈲総合振興サービス 10,582,000 R5.4.1 ～ R6.3.31 第６号

建設水道課建設Ｇ
新冠ポンプ場維持管理業務
委託

R5.4.1 ㈱シティック 10,329,000 R5.4.1 ～ R6.3.31 第６号

建設水道課管理Ｇ
水道料金システム保守点検
業務委託

R5.4.1
㈱北海道日立システム
ズ

719,000 R5.4.1 ～ R6.3.31 第２号

建設水道課管理Ｇ
水道料金システム保守点検
業務委託(下水道会計分)

R5.4.1
㈱北海道日立システム
ズ

309,000 R5.4.1 ～ R6.3.31 第２号

建設水道課建設Ｇ
新冠浄水場他電気工作物
保守点検業務

R5.4.3
(一財)北海道電気保安
協会

1,614,000 R5.4.3 ～ R6.3.31 第６号

建設水道課管財係 公衆トイレ清掃委託 R5.4.3 新冠町高齢者事業団 897,000 R5.4.3 ～ R6.3.31 第３号

　新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症者の発生をできる
限り減らし、新型コロナウイルス感染症のまん延防止を図ることを目的に、令和
5年度末まで延期された特例臨時接種に対応すべく、既存システムの一部改修
を行うものである。
　本業務はシステムの開発事業者でしか行うことができず、ワクチン接種に向け
て迅速な改修が必要となるため、その性質又は目的が競争入札に適さないこと
から当該事業者と随意契約するもの。

　本業務はシステムを導入した事業者でしか行うことができず、他の事業者が業
務を行った場合、システムの使用に著しい支障をきたす恐れがあり、その性質
又は目的が競争入札には適さないことから当該事業者と随意契約するもの。

　本業務は検針及び水道施設維持管理の一部を行うものであり、単に検針を行
なえばよいものではなく、水道法３９条第１項により水道施設の適正な管理が必
要となる。
　業務上、水道施設へ立ち入るため衛生管理が重要な要素となることから、固
定した人員の配置を考慮し、水道水の供給に重大な影響を及ぼすことのないよ
う配慮が必要なため、競争入札に付することが不利であることから当該事業者
と随意契約するもの。

　本業務は下水道施設の新冠ポンプ場及びマンホールポンプ施設の維持管理
を行うものである。
　当町は処理場を建設せず、隣接する新ひだか町の処理場で下水道処理を
行っているため、下水道施設の維持管理を当事業者（終末処理場維持管理受
託業者）に随意契約することにより、施設に異常が発生した場合、連携体制を迅
速に行う必要があるため、競争入札に付することが不利であることから当該事
業者と随意契約するもの。

　本業務はシステムを導入した事業者でしか行うことができず、他の事業者が業
務を行った場合、システムの使用に著しい支障をきたす恐れがあり、その性質
又は目的が競争入札には適さないことから当該事業者と随意契約するもの。

　本業務は高齢者でも十分に行うことができる簡易的な業務であり、就業を通じ
て高齢者の社会参加を促すものであるため、特定の施設等から役務の提供を
受ける契約を行うものであることから随意契約とするもの。

　本業務は電気事業法に定められた資格を有する者が行う法定点検であり、電
気工作物設置時に外部委託の承認を受けた事業者により点検を行なわなけれ
ばならない。また、不測の事態が発生した際、その要因が電気工作物にある場
合は故障箇所の判明が急務となり、近隣に営業所を有する当該事業者は早急
な対応が可能であり、他の事業者では原因究明までに時間を要する恐れがあ
るため、競争入札に付することが不利であることから、当該事業者と随意契約す
るもの。

　本業務はシステムを導入した事業者でしか行うことができず、他の事業者が業
務を行った場合、システムの使用に著しい支障をきたす恐れがあり、その性質
又は目的が競争入札には適さないことから当該事業者と随意契約するもの。



課係名 業務委託名 契約年月日 契約業者名 契約金額
施行令第167条
の2第1項

契約期間 1社特命随契の理由

建設水道課管理Ｇ
インボイス対応改修業務委
託

R5.4.17
㈱北海道日立システム
ズ

1,093,000 R5.4.18 ～ R6.9.30 第２号

建設水道課管理Ｇ
インボイス対応改修業務委
託(下水道会計分)

R5.4.17
㈱北海道日立システム
ズ

469,000 R5.4.18 ～ R6.9.30 第２号

建設水道課管財係
レ・コードパーク花壇造成委
託

R5.4.17 新冠町高齢者事業団 710,000 R5.4.18 ～ R6.10.31 第３号

建設水道課管財係
噴水ろ過設備保守点検委
託

R5.4.17 ㈱かわがらす 484,000 R5.4.18 ～ R6.10.31 第６号

社会教育課施設管
理係

レ･コード館ＬＡＮシステム保
守点検業務委託

R5.4.3
㈱つうけんアクティブ道
南事業部苫小牧事業
所

660,000 R5.4.3 ～ R6.3.31 第２号

社会教育課施設管
理係

レ・コード館自家用電気工
作物保守点検委託

R5.4.3
(一財)北海道電気保安
協会

530,640 R5.4.3 ～ R6.3.31 第６号

社会教育課施設管
理係

レ・コード館冷温水発生器
保守点検業務委託

R5.4.14
荏原冷熱システム㈱北
海道営業所

968,000 R5.4.15 ～ R6.3.31 第２号

社会教育課施設管
理係

レ・コード館冷暖房自動制
御機器保守点検委託

R5.4.14
ジョンソンコントロール
ズ㈱北海道支店

891,000 R5.4.15 ～ R6.3.31 第２号

　当該施設の保守点検を行える事業者は町内にはおらず、道内でも当該事業
者のみ業務を行える状況であり、道外の事業者となった場合、移動費等の経費
がかかってしまうため、競争入札に付することが不利となることから当該事業者
と随意契約するもの。

　本業務はシステムを導入した事業者でしか行うことができず、他の事業者が業
務を行った場合、システムの使用に著しい支障をきたす恐れがあり、その性質
又は目的が競争入札には適さないことから当該事業者と随意契約するもの。

　本業務は機器を導入した事業者でしか行うことができず、他の事業者が業務
を行った場合、システムの使用に著しい支障をきたす恐れがあり、その性質又
は目的が競争入札には適さないことから当該事業者と随意契約するもの。

　本業務はシステムを導入した事業者でしか行うことができず、他の事業者が業
務を行った場合、システムの使用に著しい支障をきたす恐れがあり、その性質
又は目的が競争入札には適さないことから当該事業者と随意契約するもの。

　本業務は電気事業法に定められた資格を有する者が行う法定点検であり、電
気工作物設置時に外部委託の承認を受けた事業者により点検を行なわなけれ
ばならない。また、不測の事態が発生した際、その要因が電気工作物にある場
合は故障箇所の判明が急務となり、近隣に営業所を有する当該事業者は早急
な対応が可能であり、他の事業者では原因究明までに時間を要する恐れがあ
るため、競争入札に付することが不利であることから、当該事業者と随意契約す
るもの。

　本業務はシステムを導入した事業者でしか行うことができず、他の事業者が業
務を行った場合、システムの使用に著しい支障をきたす恐れがあり、その性質
又は目的が競争入札には適さないことから当該事業者と随意契約するもの。

　本業務はシステムを導入した事業者でしか行うことができず、他の事業者が業
務を行った場合、システムの使用に著しい支障をきたす恐れがあり、その性質
又は目的が競争入札には適さないことから当該事業者と随意契約するもの。

　本業務は高齢者でも十分に行うことができる簡易的な業務であり、就業を通じ
て高齢者の社会参加を促すものであるため、特定の施設等から役務の提供を
受ける契約を行うものであることから随意契約とするもの。



課係名 業務委託名 契約年月日 契約業者名 契約金額
施行令第167条
の2第1項

契約期間 1社特命随契の理由

社会教育課施設管
理係

レ・コード館舞台吊り物設備
保守点検業務委託

R5.4.14 ㈱小林舞台システム 517,000 R5.4.15 ～ R6.3.31 第２号

社会教育課社会教
育係

音楽体験・交流事業　講師
派遣業務委託

R5.4.28
学校法人東成学園　昭
和音楽大学

2,450,000 R5.5.1 ～ R6.3.31 第２号

社会教育課図書係
図書管理システム保守点検
業務委託

R5.4.3
㈱Ｉ・ＴＥＣソリューション
ズ

633,600 R5.4.3 ～ R6.3.31 第２号

社会教育課ｽﾎﾟｰﾂ
青少年Ｇ

町民センター清掃業務委託 R5.4.1 新冠町高齢者事業団
業務
      1,034円/h

R5.4.1 ～ R6.3.31 第３号

社会教育課ｽﾎﾟｰﾂ
青少年Ｇ

スポーツセンター等清掃業
務委託

R5.4.1 新冠町高齢者事業団
業務
      1,034円/h

R5.4.1 ～ R6.3.31 第３号

社会教育課ｽﾎﾟｰﾂ
青少年Ｇ

節婦体育館管理業務委託 R5.4.1 (福)新冠ほくと園 689,040 R5.4.1 ～ R6.3.31 第６号

社会教育課ｽﾎﾟｰﾂ
青少年Ｇ

新冠町学校体育施設開放
事業委託

R5.4.14 新冠町高齢者事業団 605,000 R5.4.15 ～ R6.3.31 第３号

管理課学校教育係
複写機保守点検委託（小学
校）

R5.4.3 ㈱リバティーはしもと 1,254,000 R5.4.3 ～ R6.3.31 第６号

　本業務は高齢者でも十分に行うことができる簡易的な業務であり、就業を通じ
て高齢者の社会参加を促すものであるため、特定の施設等から役務の提供を
受ける契約を行うものであることから随意契約とするもの。

　本業務は高齢者でも十分に行うことができる簡易的な業務であり、就業を通じ
て高齢者の社会参加を促すものであるため、特定の施設等から役務の提供を
受ける契約を行うものであることから随意契約とするもの。

　管理者を常駐させずに利用希望がある場合にのみ対応させることができ、ま
た、近隣に事業所を有していることで迅速な対応が可能であり、他の事業者で
は迅速に対応ができないため、競争入札に付することが不利であることから当
該事業者と随意契約とするもの。

　本業務は高齢者でも十分に行うことができる簡易的な業務であり、就業を通じ
て高齢者の社会参加を促すものであるため、特定の施設等から役務の提供を
受ける契約を行うものであることから随意契約とするもの。

　導入機器の保守ライセンスを保有している事業者であり、町内に事業所を有し
ていることから緊急時の対応が迅速に行うことができるが、他の事業者では迅
速な対応が困難であるため、競争入札に付することが不利であることから当該
事業者と随意契約とするもの。

　本業務は設備を導入した事業者でしか行うことができず、他の事業者が業務
を行った場合、システムの使用に著しい支障をきたす恐れがあり、その性質又
は目的が競争入札には適さないことから当該事業者と随意契約するもの。

　本業務は音楽を通じた体験や交流によって音楽文化を推進し、町のまちづくり
において芸術文化を推進するものである。
　昭和音楽大学は国内の音大で上位に位置付けられており、高いレベルの音
楽を体験する機会を創出でき、また、町内の学生を対象にクリニックを複数回実
施することができ、さらにパートナーシップコンサートを開催することができる。
　他の事業者の場合、これら複数の条件を満たすことができないため、その性
質又は目的が競争入札に適さないことから随意契約とするもの。

　本業務は設備を導入した事業者でしか行うことができず、他の事業者が業務
を行った場合、システムの使用に著しい支障をきたす恐れがあり、その性質又
は目的が競争入札には適さないことから当該事業者と随意契約するもの。



課係名 業務委託名 契約年月日 契約業者名 契約金額
施行令第167条
の2第1項

契約期間 1社特命随契の理由

管理課学校教育係
複写機保守点検委託（中学
校）

R5.4.3 ㈱リバティーはしもと 924,000 R5.4.3 ～ R6.3.31 第６号

管理課学校教育係 学校給食業務委託 R5.4.14 ㈱日総 30,373,200 R5.5.1 ～ R6.4.30 第６号

管理課こども園Ｇ 給食業務委託料 R5.4.1 ㈱日総 29,290,000 R5.4.1 ～ R6.4.30 第６号

恵寿荘
恵寿荘厨房機器保守点検
業務委託

R5.4.1 ホシザキ北海道㈱ 401,940 R5.4.1 ～ R6.3.31 第２号

恵寿荘 恵寿荘日常清掃業務委託 R5.4.14 ㈲杉田産業 221,540 R5.5.1 ～ R8.4.30 第６号

恵寿荘
介護老人福祉施設管理シ
ステム保守業務委託

R5.4.3 ㈱つうけんアクティブ 436,700 R5.4.3 ～ R10.3.31 第２号

恵寿荘
パッケージ型自動消火設備
保守点検業務委託

R5.4.3
中央防災システム㈱札
幌営業所

189,200 R5.4.3 ～ R8.3.31 第２号

恵寿荘
恵寿荘、診療所　給食業務
委託

R5.4.17 ㈱日総

月額
     2,035,000
円

食材費単価
       880円/人

R5.5.1 ～ R7.4.30 第６号

　本業務は安全な食事を安定して提供する必要があり、当該事業者は適正な人
員配置が可能であることから衛生管理及びアレルギー管理を徹底することがで
きるが、現状として他の事業者では適正な人員配置が困難であり、安全性を損
なう恐れがあるため、競争入札に付することが不利となることから当該事業者と
随意契約するもの。

　導入機器の保守ライセンスを保有している事業者であり、町内に事業所を有し
ていることから緊急時の対応が迅速に行うことができるが、他の事業者では迅
速な対応が困難であるため、競争入札に付することが不利であることから当該
事業者と随意契約とするもの。

　本業務は安全な食事を安定して提供する必要があり、当該事業者は適正な人
員配置が可能であることから衛生管理及びアレルギー管理を徹底することがで
きるが、現状として他の事業者では適正な人員配置が困難であり、安全性を損
なう恐れがあるため、競争入札に付することが不利となることから当該事業者と
随意契約するもの。

　町内で当該事業者以外に本業務を行える事業者がおらず、現状としては町外
事業者についても人員配置が困難な状況であるため、競争入札に付することが
不利であることから当該事業と随意契約するもの。

　本業務はシステムを導入した事業者でしか行うことができず、他の事業者が業
務を行った場合、システムの使用に著しい支障をきたす恐れがあり、その性質
又は目的が競争入札には適さないことから当該事業者と随意契約するもの。

　本業務は設備を導入した事業者でしか行うことができず、他の事業者が業務
を行った場合、システムの使用に著しい支障をきたす恐れがあり、その性質又
は目的が競争入札には適さないことから当該事業者と随意契約するもの。

　本業務は安全な食事を安定して提供する必要があり、当該事業者は適正な人
員配置が可能であることから衛生管理及びアレルギー管理を徹底することがで
きるが、現状として他の事業者では適正な人員配置が困難であり、安全性を損
なう恐れがあるため、競争入札に付することが不利となることから当該事業者と
随意契約するもの。

　本業務は機器を導入した事業者でしか行うことができず、他の事業者が業務
を行った場合、システムの使用に著しい支障をきたす恐れがあり、その性質又
は目的が競争入札には適さないことから当該事業者と随意契約するもの。



課係名 業務委託名 契約年月日 契約業者名 契約金額
施行令第167条
の2第1項

契約期間 1社特命随契の理由

国保診療所 臨床検査業務委託 R5.4.1
㈱第一岸本臨床検査
センター

複数単価契約
単価×検査数

R5.4.1 ～ R6.3.31 第６号

国保診療所 医療廃棄物等処理委託料 R5.4.1 ㈱シテック・サッポロ

感染性廃棄物
ポリ容器 60円/L
ダンボール容器
             53円/L

非感染性
廃プラ    30円/L
ガラス屑 30円/L

R5.4.1 ～ R6.3.31 第６号

国保診療所
Ｘ線ＣＴ診断装置保守点検
委託

R5.4.1
キャノンメディカルシス
テムズ㈱札幌サービス
センタ

2,400,000 R5.4.1 ～ R6.3.31 第２号

国保診療所
在宅酸素濃縮器保守業務
委託

R5.4.1
エア・ウォーター・ライフ
サポート㈱苫小牧医療
営業所

マスク式人工呼吸器
34,000円/台/月

ＣＰＡＰ
      900円/台/月

R5.4.1 ～ R6.3.31 第６号

国保診療所
デジタルＸ線画像診断装置
保守点検業務委託

R5.4.1
富士フイルムメディカル
㈱

469,920 R5.4.1 ～ R6.3.31 第２号

国保診療所
医療情報連携システム保守
業務委託

R5.4.1 ㈱アドウイック 2,117,600 R5.4.1 ～ R6.3.31 第２号

国保診療所
内視鏡保守点検業務委託
料

R5.4.1 ロックメディカル㈱ 711,800 R5.4.1 ～ R6.3.31 第２号

国保診療所 被服等洗濯（消毒）委託料 R5.4.1 (福)北海道リハビリー 別紙のとおり R5.4.1 ～ R6.3.31 第６号

　本業務はシステムを導入した事業者でしか行うことができず、他の事業者が業
務を行った場合、システムの使用に著しい支障をきたす恐れがあり、その性質
又は目的が競争入札には適さないことから当該事業者と随意契約するもの。

　本業務は機器を導入した事業者でしか行うことができず、他の事業者が業務
を行った場合、システムの使用に著しい支障をきたす恐れがあり、その性質又
は目的が競争入札には適さないことから当該事業者と随意契約するもの。

　当該事業者は日高管内の病院が多数利用していることで契約単価が比較的
安価に設定されており、他の事業者を利用した場合はこれよりも経費がかかっ
てしまうため、競争入札に付することが不利となることから、当該事業者と随意
契約とするもの。

　当該事業者は近隣町に出張所を有していることで迅速に業務を行うことができ
るが、他の事業者では迅速な対応が困難となるため、競争入札に付することが
不利となることから、当該事業者と随意契約するもの。

　当該事業者は日高管内の病院が多数利用していることで契約単価が比較的
安価に設定されており、他の事業者を利用した場合はこれよりも経費がかかっ
てしまうため、競争入札に付することが不利となることから当該事業者と随意契
約とするもの。

　本業務は機器を導入した事業者でしか行うことができず、他の事業者が業務
を行った場合、システムの使用に著しい支障をきたす恐れがあり、その性質又
は目的が競争入札には適さないことから当該事業者と随意契約するもの。

　当該事業者は機器の貸出事業者であり、保守も併せて担わせることで責任の
区分が明確となる。また、近隣に営業所を有していることで対応が迅速となるた
め、競争入札に付することが不利となることから、当該事業者と随意契約とする
もの。

　本業務は機器を導入した事業者でしか行うことができず、他の事業者が業務
を行った場合、システムの使用に著しい支障をきたす恐れがあり、その性質又
は目的が競争入札には適さないことから当該事業者と随意契約するもの。



課係名 業務委託名 契約年月日 契約業者名 契約金額
施行令第167条
の2第1項

契約期間 1社特命随契の理由

国保診療所 寝具・病衣借上 R5.4.1 (福)北海道リハビリー
寝具     101円/日

病衣　    48円/日
R5.4.1 ～ R6.3.31 第６号

国保診療所
暖房・給湯ボイラー保守点
検委託

R5.4.1 ㈱道南 290,000 R5.4.1 ～ R6.3.31 第６号

国保診療所
医療ガス供給設備保守点
検委託

R5.4.1
エア・ウォーター北海道
㈱苫小牧支店

435,400 R5.4.1 ～ R6.3.31 第２号

国保診療所
心電医療機器保守業務委
託

R5.4.1
フクダ電子北海道販売
㈱

313,000 R5.4.1 ～ R6.3.31 第２号

国保診療所
健診システムソフトウェア保
守委託

R5.4.1 ㈱エイチ・アイ・ディ 324,000 R5.4.1 ～ R6.3.31 第２号

国保診療所 生体モニター保守点検委託 R5.4.1 ㈱ムトウ 343,000 R5.4.1 ～ R6.3.31 第２号

国保診療所 医事業務委託 R5.4.20
㈱医療保険経理研究
所

19,375,200 R5.5.1 ～ R7.4.30 第６号

国保診療所 施設清掃業務委託 R5.4.14 ㈲杉田産業 6,624,000 R5.5.1 ～ R7.4.30 第６号
　町内で当該事業者以外に本業務を行える事業者がおらず、現状としては町外
事業者についても人員配置が困難な状況であるため、競争入札に付することが
不利であることから当該事業と随意契約するもの。

　本業務は設備を導入した事業者でしか行うことができず、他の事業者が業務
を行った場合、システムの使用に著しい支障をきたす恐れがあり、その性質又
は目的が競争入札には適さないことから当該事業者と随意契約するもの。

　本業務は機器を導入した事業者でしか行うことができず、他の事業者が業務
を行った場合、システムの使用に著しい支障をきたす恐れがあり、その性質又
は目的が競争入札には適さないことから当該事業者と随意契約するもの。

　本業務はシステムを導入した事業者でしか行うことができず、他の事業者が業
務を行った場合、システムの使用に著しい支障をきたす恐れがあり、その性質
又は目的が競争入札には適さないことから当該事業者と随意契約するもの。

　本業務は機器メーカーの指定事業者であり、他の事業者では行うことができな
いため。その性質又は目的が競争入札に適さないことから、当該事業者と随意
契約するもの。

　本業務は診療所の受付業務、会計業務及びレセプト業務を行うものであり、当
該事業者は適正な人員配置を行うことが可能であるが、現状として他の事業者
では人員配置が困難であり、診療所の運営に支障をきたす恐れがあるため、競
争入札に付することが不利となることから当該事業者と随意契約するもの。

　当該事業者は日高管内の病院が多数利用していることで契約単価が比較的
安価に設定されており、他の事業者を利用した場合はこれよりも経費がかかっ
てしまうため、競争入札に付することが不利となることから、当該事業者と随意
契約とするもの。

　町内で当該事業者以外に本業務を行える事業者がおらず、町外の事業者で
は迅速な対応ができないため、競争入札に付することが不利であることから当
該事業と随意契約するもの。


